
令和３年度 一般　会計 歳出　　 第15款１項４目 13節(1)

種　目　番　号

担当 ふ り が な ご

－ 教育課程推進室 担当者名 胡

電　　話 671-3732

　１ 名称

　２ 履行場所

　３ 履行期間

　　 又は期限

　４ 契約区分 □ 確定契約 □ 概算契約

　５ その他特約事項

　６ 現場説明  □ 不要

 □ 要 （　　月　　日　　時　　分　 場所 ）

　７ 概要

向上等に向けてオンラインでの英語研修システムを使用する。

使用料及び賃借料（費用）

 □期間　　令和３年４月１日から　令和４年３月31日まで

 □期限　　平成  　年　　月　　日　まで

市立小中学校等の全教員への研修の機会の提供及び教員の授業力

受付

番号

設　　　計　　　書

連絡先

英語オンライン研修

全市立小・中・義務教育学校及び特別支援学校（高等特別支援学校を除く）



※概算数量の場合は、数量及び金額を（　　）で囲む

合計

英語研修システム使用料（年度末迄）

うち消費税及び地方消費税相
当額

単価
　　　　（円）

金額
　　　　　（円）

摘要

小計

497 校

内　訳　書

名称 形状寸法等 数量 単位



分　　割　　払

 □ する 　　■ しない

　分　割　払　い　の　基　準

回 金額

※単価及び金額は消費税及び地方消費税相当額を含まない金額

※概算数量の場合は、数量及び金額を（　）で囲む

教材使用料金 ￥ .-

内　訳 使　用　料　金　 ￥ .-

うち消費税及び地方消費税相当額 ￥ .-

計

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

業　務　内　容 履行予定月 数　量 単　位 単　　　価 備考



英語オンライン研修の使用に係る調達仕様書 

 

１ 目的 

  市立小中学校等の全教員への研修の機会の提供及び教員の授業力向上を図るため、横浜市（以下「甲」とい

う。）は英語研修提供者（以下「乙」という。）の持つオンラインでの英語研修システムを使用する。 
 

２ 使用期間 

  令和３年４月１日から令和４年３月 31日まで 
 

３ 使用者 

  横浜市立小・中・義務教育学校及び特別支援学校（高等特別支援学校を除く）（以下、「学校」という。）で

外国語活動・英語科を担当する教員（以下、「教員」という。） 
 

４ 甲の求める条件 

(1) 学校での外国語活動及び英語科の指導法に関する研修ビデオを豊富（小学校 20 タイトル以上、中学校 70

タイトル以上）にデータベースとして収録し、教員がオンラインで視聴できること。また、収録された研修

ビデオは、外国語活動及び英語科指導者の育成に寄与するものであること。 

(2) 研修ビデオの視聴にあたっては本市で認められていない Adobe Flash Playerを使用しないこと。 

(3) 甲が業務に用いるインターネット環境（Soliton Secure Browser Pro、Y・Y NET、Internet Explorer、

個人所有のパソコン・スマホ・タブレット端末）で視聴できること。 

(4) 収録された研修ビデオのうち、大学教授等、外国語活動及び英語科について一定の見識があると認められ

る者が監修したものが半数以上であること。 

(5) 甲が実施する研修（８回を上限に甲の指定した回数）の撮影・編集を行い、研修ビデオとして甲が指定し

た期日までに教員が視聴できる状態にすること。 

(6) 収録された研修ビデオは視聴回数が制限されないものとし、教員が学校内のパソコン・タブレット端末及

び自身の所有するパソコン・タブレット端末・スマートフォン等で自由に視聴できるよう、権利確保や権利

処理の作業が完了していること。 

(7) 研修ビデオのうち、甲の選定した研修ビデオ及び甲が実施する研修を撮影した研修ビデオの視聴が容易に

なるよう専用コースを設定すること。 

(8) 効率の良い視聴のため、甲が別途調達する中学校英語教材との共通ログインページを設けること。また、

教員がログインした直後には甲の専用ページが表示されるよう設定すること。 

(9) 専用ページは研修ビデオへのアクセスが容易になるよう作成するとともに、小学校向け、中学校向け、ま

た、４技能（リーディング、ライティング、スピーキング、リスニング）それぞれの指導法の分類が容易に

見分けられるものであること。また、乙は甲の指示があった場合に遅滞なく専用コースに資料を掲載するこ

と。 

(10) 使用にあたり、甲は設備投資等の費用を別途必要としないこと。 
 

５ その他の付随されるサービス 

 (1) 教員向け説明会の実施（年２回以上） 

  (2) 学校別 ID・パスワードの発行及び関連する問い合わせへの対応 

 (3) アクセスレポートの提出（年２回以上） 
 

６ 使用料の支払い 

 (1) 使用期間終了後に乙は甲に対して一括して請求するものとし、甲は適法な請求書を受理した日から起算し

て 30日以内に使用料を支払うものとする。 

 (2) 乙の責に帰すべき事由により、英語研修システムを使用できなかった期間があったときは、当該月の使用

料の 30分の１にその期間の日数を乗じて得た額を控除するものとする。 
 

７ その他 

  この仕様書に記載のない事項は、必要に応じて甲乙協議して定める。 
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